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通学路における交通安全の確保の徹底について（依頼） 

 

 このことについて、令和４年６月２８日付け事務連絡により、文部科学省総合教育政策

局男女共同参画共生社会学習・安全課から、別添写しのとおり周知の依頼がありました。 

 ついては、貴域内市町村教育委員会に対し、下記の「通学路における交通安全の確保に

向けた取組状況」等について周知するとともに、引き続き通学路の安全対策について   

御指導願います。 

記 

１ 通学路における交通安全の確保に向けた取組状況（令和４年３月末時点） 

  ※都道府県別の対策必要箇所数（千葉市含む）は別表のとおり 

  
箇所数 

 

  うち対策済 

 対策必要箇所（全体数） ７６，４０４ ４５，０５７ 

 教育委員会・学校による対策箇所 ３９，９４３ ３５，５５８ 

 道路管理者による対策箇所 ３９，６８１ １６，８１５ 

 警察による対策箇所 １６，９９６ １１，３４５ 

 

２ 通学路の安全対策における留意事項 

 ○教育委員会・学校の対策必要箇所における対策について、本県においては令和４年度

末までに完了できるよう、可能な箇所から速やかに対策を実施すること。 

（文部科学省は「令和５年度末まで完了」と示しています。） 

 ○通学路交通安全プログラムの内容や対策必要箇所等の情報をホームページ等により 

公表すること。 

 ○各学校において、児童生徒に対して、自らの交通ルール遵守はもちろんのこと、周囲

の状況に注意して通行する必要性を指導すること。 

 ○各学校において、校区の危険箇所における注意すべきポイントについて、保護者や  

地域ボランティア等と共通理解を図り、効果的な見守り活動を実施すること。 

担 当 
教育振興部 児童生徒安全課 
安全班 指導主事 田中 福太郎 
電 話 ０４３（２２３）４０９１ 

 










